
新十津川町地域公共交通活性化協議会における地域公共交通確保維持改善事業の概要

減少傾向にある乗車人員を平成27年度を維持する。

○乗合タクシー（有限会社 新十津川北星ハイヤー）：1,382人

○乗合ワゴン（有限会社 誠和運輸）：2,265人

協議会開催状況生活交通確保維持改善計画の目標

平成29年６月23日 第１回協議会を開催
主な協議事項
・平成28年度事業・決算報告
・平成28年度運行状況の報告
・平成29年度予算（案）
・平成30年度確保維持改善計画の承認
平成30年１月23日 第２回協議会を開催

平成２９年度事業概要

事業実施の目的・必要性

・交通空白地帯の解消
・路線バスに代わる地域の実情に即した交通手段の確保
・広大な行政面積における交通弱者の交通手段の確保
・滝川ターミナル・砂川ターミナルとの接続による利便性の向上

○乗合タクシー（有限会社 新十津川北星ハイヤー）
【運行区域】 徳富方面 町内大和区、総進区、徳富区 【接続先】 ・新十津川役場前（ハブバス停） ・滝川ターミナル

○乗合ワゴン（有限会社 誠和運輸）
【運行区域】 砂川方面 町内中心市街地、橋本区、みどり区 【接続先】 ・新十津川役場前（ハブバス停） ・砂川ターミナル

地域公共交通の現況

・ＪＲ札沼線（新十津川駅、下徳富駅、南下徳富駅）
・北海道中央バス（株）（町内４路線）
・乗合タクシー（大和区・総進区・徳富区・市街地）
・乗合ワゴン（市街地・弥生区・花月区）
・スクールバス（３路線）
・無料福祉バス（週１回）
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平成29年度事業の実施状況

１）プロセス、創意工夫

○本格運用から４年を経過したが、未だに乗合タクシー、ワゴンを知らない方もいるので、広報誌や毎年発行の予算説明
冊子等で周知徹底を図ったり、老人クラブの会合に出向き説明を行った。
定期的に利用しやすい体制を確保し、利用促進を図るため、定期券制度を導入した。

２）運行系統
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３）利用実績

４）収入実績
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６）目標・効果達成状況

平成27年度から効果を図る指標として町民アンケートの満
足度評価から輸送人員とする定量的な指標とした。

【乗合タクシー（有）新十津川北星ハイヤー】

目標は平成27年度維持としていたが、その結果、輸送人員
は前年度を超える結果となった。

目標 1,382人 結果 1,478人

【乗合ワゴン：（有）誠和運輸】

目標 2,265人 結果 2,199人

目標は平成27年度維持とし、その結果、人口減少が進んで
いるため、輸送人員は前年度に満たなかった。

７）事業の今後の改善点

今後も利用状況の把握や利用者の意見聴取を行い、必要
に応じた運行形態、路線、料金体系の検討を行うとともに、
利用促進に向けた取り組みを行う。

（平成30年度分と併せて評価）

【乗合タクシー：（有）新十津川北星ハイヤー】
計画どおり事業は適切に実施された。

【乗合ワゴン：（有）誠和運輸】
計画どおり事業は適切に実施された。

５）事業実施の適切性

８）地方運輸局における二次評価結果
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